
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

　 ＰＲＣ（ Primary Reference Clock）レベルのクロック信号を，波長
λ 0の光クロック信号に変換する光クロック発生手段と，
　前記波長λ 0の光クロック信号を他の光波長データと共に波長多重化する波長多重化手
段 ，
　 前記波
長λ 0の光クロック信号を波長分離する手段を
　 波長分離された波長λ 0の光クロック信号を基準クロックとして，前記他の光波長
データを処理
　

ことを特徴とするＷＤＭネットワークの光クロック信号分配システム。
【請求項２】
　請求項１において，

は，前記クロック信号に報知情報を付加し，これを前記波長λ
0の光クロック信号に波長変換することを特徴とするＷＤＭネットワークの光クロック分
配システム。
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　複数のＡＤＭ装置間を光伝送路で接続して構成される波長多重ネットワークの光クロッ
ク信号分配システムであって，

一の端局装置に，

を有し
前記複数のＡＤＭ装置のそれぞれにおいて，波長多重化された光信号を受信し，

有し，
前記

し，更に，
前記波長分離された波長λ 0の光クロック信号と，他の光波長データを波長多重して送

出する

　前記光クロック発生手段



【請求項３】
　請求項１において，
　 前記ＰＲＣ（ Primary Reference Clock）レベルのクロック信号
を電気アナログ信号として出力するクロック源を有し，
前記 手段は，該クロック源からの電気アナログ信号をデジタル信号に変換
するＡ／Ｄ変換部と，該Ａ／Ｄ変換部により変換されたデジタル信号を変調信号として波
長λ 0の光信号を変調して光クロック信号とする様に構成されることを特徴とするＷＤＭ
ネットワークの光クロック分配システム。
【請求項４】
　請求項３において，
さらに，前記Ａ／Ｄ変換部の後段に周波数変換回路を備え，前記Ａ／Ｄ変換部の出力を前
記光クロック信号を送る先のＡＤＭ装置に対応する周波数に変換することを特徴とするＷ
ＤＭネットワークの光クロック分配システム。
【請求項５】
　請求項１において，
　更に， 前記光クロック信
号を２分岐する光カプラ ，
　 光カプラにより２分岐された光クロック信号をそれぞれ別個に伝
送する現用及び，予備用の光伝送路 ，
　前記 前記現用及び，予備用の光伝送路で伝送さ
れる前記２分岐された光クロック信号のいずれかを選択するクロック信号選択部を有して
冗長構成を実現することを特徴とするＷＤＭネットワークの光クロック分配システム。
【請求項６】
　請求項５において，
　更に，
　前記２分岐された光クロック信号の一方を波長変換する波長変換器と，
　前記２分岐された光クロック信号の他方と該波長変換器により波長変換された光クロッ
ク信号とを波長多重する波長多重化装置を有し，
共通の光伝送路で前記現用と予備用の光クロック信号を伝送して，冗長構成を実現するこ
とを特徴とするＷＤＭネットワークの光クロック分配システム。
【請求項７】
　請求項５において，
　前記 リング構成の双方向光伝送路

，
　前記２分岐された光クロック信号を 双方向光伝送路にそれぞれ反対方向伝送するこ
とにより，冗長構成を実現することを特徴とするＷＤＭネットワークの光クロック分配シ
ステム。
【請求項８】

　 それぞれＰＲＣ（ Primary Reference Clock）レベルの
第１及び第２のクロック信号を発生する第１及び第２のクロック源と，
　該第１及び第２のクロック源のそれぞれから出力されるクロック信号を第１及び第２の
波長の光クロック信号に変換する第１及び第２の光クロック発生手段 ，
　 第１及び第２の光クロック発生手段から出力される第１及び第２
の波長の光クロック信号をそれぞれ伝送する第１及び第２の光伝送路 ，
　 前記第１及び第２の波長の光クロック信号
を波長分離する手段と，
　前記波長分離された第１及び第２の波長のいずれかの波長の光クロック信号を選択する
クロック信号選択部を有して冗長構成を実現し，更に

10

20

30

40

50

(2) JP 3824539 B2 2006.9.20

前記一の端局装置は，

光クロック発生

前記一の端局装置は，前記光クロック発生手段から出力される
を有し

前記光伝送路は，前記
を有し

複数のＡＤＭ装置のそれぞれにおいて，

前記一の端局装置は，

ＷＤＭネットワークにおける，前記光伝送路は， であ
って

前記

　複数のＡＤＭ装置間を光伝送路で接続して構成される波長多重ネットワークの光クロッ
ク信号分配システムであって，

すくなくとも一の端局装置に，

を有し
前記光伝送路は，前記

を有し
前記複数のＡＤＭ装置のそれぞれにおいて，



　

　
ことを特徴とするＷＤＭネットワークの光クロック分配システム。
【請求項９】
　請求項８において，
　前記 は，リング構成の双方向光伝送路 ，
　前記第１及び第２の光クロック発生手段から出力される前記第１及び第２の波長の光ク
ロック信号を前記双方向光伝送路に互いに反対方向に伝送することにより，冗長構成を実
現することを特徴とする光クロック分配システム。
【請求項１０】
　請求項８において，
　前記第１及び第２のクロック源及び，これらに対応する前記第１及び第２の光クロック
発生手段を有する 前記光伝送路の両端側に配置して構成され

こと特徴とするＷＤＭネットワークの光クロック信号分配
システム。
【発明の詳細な説明】
発明の背景
発明の属する技術分野
本発明は、ＷＤＭネットワークにおける光クロック信号の分配システムに関する。特に光
通信ネットワークを構成する光伝送装置間のクロック同期を制御するシステムに関する。
従来の技術
現在、光通信ネットワークはＳＤＨ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｈｉｅ
ｒａｒｃｈｙ）／ＳＯＮＥＴ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ）システムをバックボーンとして、ＳＴＭ／ＡＴＭ／ＩＰと様々な形式により音声・デ
ータが伝送されている。
一方、近年はインターネットの爆発的な回線需要の増加により、伝送装置はＴＤＭ（Ｔｉ
ｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）のビットレートの高速化（２．５
Ｇｂｐｓから１０Ｇｂｐｓもしくは４０Ｇｂｐｓ）と同時に、ＷＤＭ（Ｗａｖｅｌｅｎｇ
ｔｈ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式を採用した光ファイバーケー
ブルの伝送容量の効率化が積極的に広がっている。
ＳＤＨ／ＳＯＮＥＴシステムは、ネットワークを構成する装置全てのマスタークロックを
同期させる方式であり、高速デジタルネットワークを実現するための通信方式として世界
中で採用されている。
本方式により装置間のデータの接続性が容易になり、またデータの多重分離処理が効率化
されるなどの利点がある。しかしながら、ＳＤＨ／ＳＯＮＥＴシステムのネットワークの
基準クロックとすべきクロック精度はＰＲＣ（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｃ
ｌｏｃｋ）と呼ばれ、かかる基準クロックを出力する非常に高精度のクロック源（セシウ
ムＣｓ原子発振器による標準クロック等）がネットワークの最上位クロック源として設置
されることが必要である。
かかる高精度のクロック源を用いるネットワーク内の同期アーキテクチャアの概念図を図
１に示す。
この図１ではネットワーク内の同期構成を示している。最上位のクロック源１００から出
力されるＰＲＣレベルの精度を有するクロック信号が、各伝送装置１０１～１０２に対し
て基準クロックとして分配される。以下の説明において、かかるＰＲＣレベルの精度を有
するクロック信号を単に基準クロックという。
各伝送装置１０１，１０２はクロック源１００から出力される基準クロックを受信し、下
位の装置１０３、１０４及び１０５、１０６に伝達し、最終的にはネットワーク全体の複
数Ｎの全伝送装置１０１～１０Ｎが一つの基準クロックに同期してネットワーク内が同期
システムとなる。
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前記波長分離され，更に選択された波長の光クロック信号を基準クロックとして，前記
他の光波長データを処理し，更に，

前記選択された波長の光クロック信号と，他の光波長データを波長多重して送出する

光伝送路 であって

端局装置が， ，それぞれ上り
，下り方向の光信号を送出する



このようにＳＤＨ／ＳＯＮＥＴシステムでは全伝送装置が基準クロックに同期するために
、通常、各伝送装置は光ファイバーケーブルで伝送される受信データからタイミング信号
を抽出する。
そして、伝送装置内のＰＬＬ回路でクロックを再生して次の伝送装置へのデータを送信す
る。このように伝送装置は受信したデータからクロックを再生して次の装置にクロック信
号を含むデータを送信する。
ここで、ＳＤＨ／ＳＯＮＥＴシステムでは各伝送装置間での基準クロックの品質を、ネッ
トワーク全体に如何にして正確に伝達するかということが伝送装置の性能として要求され
ている。
かかる要求に対し、従来のＳＤＨ／ＳＯＮＥＴシステムにおいては、クロック源１００か
らの基準クロックを伝送装置に伝達する方法として、図２に示す次の方法が知られている
。
第１にゲートウェイとなるマスター局のＳＤＨ伝送装置１０１に、クロック源１００から
出力されるＰＲＣレベルの精度を有するクロックが外部基準クロック（ＥＸＴ　ＣＬＫ）
として入力される。ＳＤＨ伝送装置１０１内のＰＬＬ回路により装置マスタークロックＭ
ＣＬＫ－１を生成する。ＳＤＨ伝送装置１０１は装置マスタークロックＭＣＬＫ－１によ
り送信データを次の伝送装置１０２に対して出力する。
ＳＤＨ伝送装置１０２では受信したデータからタイミング成分を抽出して、同様にＳＤＨ
伝送装置１０２内のＰＬＬ回路により装置マスタークロックＭＣＬＫ－２を生成する。Ｓ
ＤＨ伝送装置１０２は装置マスタークロックＭＣＬＫ－２により送信データを次のＳＤＨ
伝送装置１０３に対し出力する。
このようにして複数のＳＤＨ伝送装置１０１～１０Ｎがクロック源１００からの基準クロ
ックを数珠つなぎに伝達することにより、ネットワーク全体の同期が確立される。
ここでＩＴＵ－Ｔ／ＢＥＬＬＣＯＲＥ等の規格には、伝達される基準クロックの品質につ
いての厳格な規格がある。ＳＤＨ伝送装置でクロック源１００からのＰＲＣレベルの基準
クロックを最大２０中継まで行い、各ＳＤＨ伝送装置は内部のＰＬＬ回路によりクロック
を再生し出力する。
さらに、通常基準クロックを生成出力するクロック源１００は一台であるが、その障害を
考慮して予備のクロック源を反対側（伝送装置１０Ｎ側）に配置して冗長構成をとる場合
が多い。
また、図２では、リニア（直線）構成のネットワークを示しているが、リング（環状）構
成でも同じ方法でクロック源１００からのマスタークロックであるＰＲＣレベルの基準ク
ロックを伝達する。
ここで、かかるネットワークの特性として、クロック源１００からの基準クロックを中継
するＳＤＨ伝送装置が増えるたびに通過するＰＬＬ回路の数も増加する。このために基準
クロックの品質は劣化していく。したがって、上記の通り、ＩＴＵ－Ｔでは中継台数を２
０までとし、それ以降の伝達にはクロック再生装置によりジッター・ワンダー等のノイズ
の抑圧が必要とされている。またこのクロック再生装置の数も１０台までと規定されてい
る。
発明の概要
したがって、ＳＤＨ／ＳＯＮＥＴシステムにおけるＳＤＨ伝送装置の数即ち、クロック中
継装置の台数が増加する結果、伝送装置毎のＰＬＬ回路によるノイズが増加し、このこノ
イズの管理と除去が必要となっていた。
また、各ＳＤＨ伝送装置のＰＬＬ回路はメーカーによって実現方法が異なり、発生ノイズ
や、ノイズの通過帯域もまちまちであった。このため、実際のネットワークではノイズ発
生源の切分けや、そのための対策等が難しく大きな問題となってきた。
さらに、上記に関連して生じる諸問題をまとめると、次の様である。
▲１▼ＰＬＬ回路によるクロック中継数の増加に伴う累積ノイズ（ジッター／ワンダー）
が発生する。
▲２▼各メーカー装置ごとのクロック再生回路（ＰＬＬ回路他）の性能に違いがある。
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▲３▼ネットワーク内の伝送装置配置の複雑化（メッシュ化）に伴う同期構成の煩雑化に
なる。
▲４▼ノイズを測定する測定器と、運用中のノイズ監視を行う装置（ＳＳＵ）の普及が必
要である。
▲５▼ＰＬＬの多段接続構成と、ノイズ抑圧のためにＰＬＬ自体の応答時間の遅さにより
、ネットワーク全体での応答時間の遅くなっている。外乱に対してネットワークの応答・
安定までの時間が長い。
▲６▼伝送距離が長くなり、低周波ノイズ（ワンダー）の性能要求や問題が目立つように
なってきた。
▲７▼ＰＲＣ設備（Ｃｓ発振器）が高価であり、且つＧＰＳ設備も設置場所が選ばれる。
▲８▼現在、伝送装置間で使用しているクロック品質情報（ＳＳＭＢ）が品質そのものを
表しているものではない。例えば、ＳＳＭＢはＰＲＣソースを意味しても、実際に伝達さ
れるクロックの品質は不明である。
▲９▼要求規格に対するＰＬＬ回路自体の設計・評価の難しさ、ワンダー自体の制御の難
しさが存在する。
　
将来、フォトニックシステム（ＯＡＤＭ／ＯＸＣ）においてもネットワークの同期管理が
さらに重要になる。
したがって、本発明は、これらの問題に対して、基準クロックを劣化させることなくネッ
トワーク全体に伝達するシステムを提供することを目的とする。
具体的には、本発明の目的は、ＷＤＭネットワークにおける光クロック信号の分配システ
ムであって、特に光通信ネットワークを構成する光伝送装置間のクロック同期を制御する
システムを提供することにある。
そして、本発明に従う好ましい構成として、ＰＲＣ（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃ
ｅ　Ｃｌｏｃｋ）レベルのクロック信号を、波長λ０の光クロック信号に変換する光クロ
ック発生手段と、前記波長λ０の光クロック信号を他の光波長データと共に波長多重化す
る波長多重化手段と、ネットワーク内の装置に前記波長λ０の光クロック信号を波長分離
する手段を有し、前記ネットワーク内の装置において、前記波長分離された波長λ０の光
クロック信号を基準クロックとして、前記他の光波長データを処理することを特徴とする
。
また、冗長構成を採る好ましい態様として、それぞれＰＲＣ（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｒｅｆｅ
ｒｅｎｃｅ　Ｃｌｏｃｋ）レベルの第１及び第２のクロック信号を発生する第１及び第２
のクロック源と、前記第１及び第２のクロック源のそれぞれから出力されるクロック信号
を第１及び第２の波長の光クロック信号に変換する第１及び第２の光クロック発生手段と
、前記第１及び第２の光クロック発生手段から出力される第１及び第２の波長の光クロッ
ク信号をそれぞれ伝送する第１及び第２の光伝送路と、ネットワーク内の装置に前記第１
及び第２の波長の光クロック信号を波長分離する手段を有し、前記ネットワーク内の装置
において、更に前記波長分離された第１及び第２の波長のいずれかの波長の光クロック信
号を選択するクロック信号選択部を有して冗長構成を実現することを特徴とする。
本発明の更なる特徴は、以下の図面を参照して説明される発明の実施の形態から明らかに
なる。
発明の実施の形態
以下、図面に従い本発明の実施の形態を説明する。なお、図において同一又は類似のもの
には同一の参照番号又は参照記号を付して説明する。
図３は、本発明を適用する伝送システムの概念構成図である。このシステムでは、クロッ
ク源１００から出力されるＰＲＣレベルのクロックを、クロック再生中継を行なわずにＡ
ＤＭ（Ａｄｄ　Ｄｒｏｐ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｒ）装置２，４により光信号の状態で伝
送することにより、ネットワークを一つの基準クロックに同期させる。
ネットワークの基準クロックであるＰＲＣレベルの精度を有するクロックを発生させるク
ロック源（ＰＲＣ－ＧＥＮ）１００は、例えばセシウム原子発振器である。
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その基準クロックを光クロック信号発生器（ＯＰＴ－ＧＥＮ）１で光クロック信号に変換
する。光クロック信号に変換する際の波長をλ０とする。ＡＤＭ装置２は、波長λ０の光
クロック信号を受け、装置内の基準クロックとする。また、ＡＤＭ装置２からは、主信号
データを含む光信号が波長λ１で送出される。
ここで出力される波長λ１の光信号は、同期部２０で波長λ０に同期化された信号である
。この二つの波長λ０とλ１を波長多重化（ＷＤＭ）装置３で一本の光ファイバー内に光
多重し、次のノードへ伝送する。
次のノードにあるＡＤＭ装置４では、光フィルタ（ＯＰＴ－Ｆｉｌｔｅｒ）５で波長λ０
を分離し、ＡＤＭ装置４内の基準クロックとする。そして、この基準クロックにより波長
λ１の主信号データの処理を行なう。
処理を行なった主信号データを更にＡＤＭ装置４から波長λ２もしくはλ１で次のノード
に送出する。この場合、波長λ２もしくはλ１の主信号データは、波長多重化装置６で波
長λ０の基準クロックと波長多重化される。
このように、本発明では基準クロックを再生中継すること無くネットワーク内に分配する
ことが出来る。同時に、いずれのノードのＡＤＭ装置からもクロック源１００に対して中
間装置を介在させることなく、１対１に見ることが出来る。これによって、ネットワーク
構成、装置のクロック再生能力等の影響を受けること無く、クロック中継を行なうことが
可能となる。
図４は、本発明の実施例であり、光ファイバ線路２００に光信号を波長多重して伝送する
。この実施例では、１０Ｇｂｐｓの信号を３２波長に光多重して伝送するシステムである
が、図では３２波のうち４波のみを示している。
図中、クロック源１００は、光クロック信号発生器１とともに光クロック信号発生装置１
００－１を構成している。太線の部分が光クロック信号発生装置１００－１を構成するク
ロック源１００から発生される例えば、１０ＭＨｚの電気クロック信号である基準クロッ
クを光信号に変換された光クロック信号の伝達ルートである。
すなわち、基準クロックは光クロック信号発生器１において、対応する光クロック信号に
変換され、そのまま分波して各装置に同様に分配される。これにより基準クロックの品質
は全ての装置で同じレベルになる。
図４において、光クロック信号発生器１から出力される波長λ０の光クロック信号は、送
信側波長多重化装置３に入力される。
伝送端末装置（Ａ１～Ａ４）１０～１３では、クロック源１００からの電気クロック信号
を基準にして１０Ｇｂｐｓのデータ信号を、それぞれ波長λ１～λ３の光信号に変換して
出力する。
したがって、送信側波長多重化装置３は、光クロック信号発生装置１００－１からの波長
λ０の光クロック信号と、波長λ１～λ３の光信号を波長多重して光ファイバーケーブル
２００に送出する。
受信側波長多重化装置４は、光フィルタ機能を有し、波長多重された光信号を波長毎に分
離し、対応する装置に送る。すなわち、受信側波長多重化装置４は、波長λ０の光クロッ
ク信号を分岐し、光／電気信号変換器７で電気信号に変換し、ＡＤＭ装置１４，１５に入
力する。
さらに、波長λ３、λ４の光信号は分岐され、ＡＤＭ装置１４，１５に入力される。そこ
で、分岐された波長λ３、λ４の光信号は、波長λ０の光クロック信号を基準クロックに
して処理される。
一方、波長λ０の光クロック信号は、受信側波長多重化装置４を通過し、送信側波長多重
化装置６において、ＡＤＭ装置１４、１５で挿入されたデータに対応する波長λ３及びλ
４と波長多重されて次のノードに送られる。次のノードにおいても同様に処理される。
かかる図４のシステムにおいて、ネットワーク全体が、高精度の光クロック信号で同期し
、ネットワークとしてのクロック精度が向上することが実現される。したがって、従来の
ように個々のＡＤＭ装置のＰＬＬ回路による累積ノイズは発生しない。
なお、図４の実施例において、点線の流れは、報知情報であり、波長λ０の光クロック信
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号に付加情報を挿入することにより例えば、後で説明する警報情報等を各装置に送達する
ことが可能である。
上記図４のシステムにおいても、本発明の特徴としてネットワーク内のクロック分配を主
信号とは別の光信号で伝送し、分配するものである。本発明では、クロック源１００とし
てのセシウム原子発振器から出力された基準クロックをそのまま光クロック信号に変換し
、ネットワーク内に分配するものである。
また、分配する際に、波長多重化装置（ＷＤＭ）を使うことにより、主信号ラインと同じ
ファイバー内に基準クロックを多重し、効率よく伝送を行なうことが可能である。
図５は、図４における光クロック信号発生装置１００－１の構成例を示す図である。クロ
ック源１００は、ＩＴＵ－Ｔで規定されているＰＲＣ以上の精度を持った発振器例えば、
セシウム原子発振器等である。
光クロック信号発生器１は、Ａ／Ｄ変換部１－１と電気／光変換器１－２を有する。Ａ／
Ｄ変換部１－１は、セシウム原子発振器等の高精度のクロック源１００から出力されるア
ナログクロック信号を、デジタル信号に変換し、電気／光変換器１－２に送出する。
電気／光変換器１－２は、入力されるデジタルクロック信号を、任意の波長の光に変換す
る機能を有する。ここではλ０の波長の光クロック信号に変換する。
一方、クロック源１００からの電気信号の基準クロックは、直接端末装置１０～１３にク
ロック信号として分配される。
この例のように、光クロック信号発生機能を光クロック信号発生装置１００－１に持たせ
ることにより、直接に波長多重化装置３にクロックを入力することが可能となり、波長多
重化装置３によるクロック分配を容易に行うことが可能となる。
図６は、図４における光クロック信号発生装置１００－１において、独立したクロック源
１００と、電気／光クロック信号変換装置１を別個の構成したものである。汎用の基準ク
ロック源１００から出力されるアナログのクロック信号を電気／光クロック信号変換装置
１で受信する。
アナログ／デジタル変換装置１－１において、クロック源１００からのアナログクロック
信号が対応するデジタル信号に変換される。さらに、デジタル信号を変調信号として、電
気／光変調器１－２により、光信号に変換する。
この実施例の場合、図４における端末装置１０～１３のそれぞれは、基準クロックとして
光信号が入力される。したがって、それぞれＯ／Ｅ変換器が必要である。
図７は、更に別の光クロック信号発生装置１００－１の構成例である。汎用の基準クロッ
ク発生装置１００から出力されるアナログのクロック信号を受信し、ＡＤＭ装置等で一般
的に使用されるクロック周波数に変換する周波数変換器１－３を有している。
周波数変換器１－３で変換された、周波数の電気信号を、電気／光変調器１－２で光クロ
ック信号に変換し、出力する。
この実施例では、上記の様に、汎用のクロック源１００から発生するアナログのクロック
信号を、ＡＤＭ装置等で使われているクロック周波数に変換して、光クロック信号で送出
する。ことにより、光クロック信号を受信した装置は、受信したクロックを周波数変換を
することなく装置クロックとして使用することが可能となる。したがって、各ＡＤＭ装置
では、周波数変換回路が不要となる。
図８は、本発明によりクロック信号がデータ信号の波長と波長多重されるために、データ
信号とクロック信号との区別を行うための改良を有する実施例である。
この実施例では、クロック源１００から出力されるＰＲＣレベルの基準クロックがＳＴＭ
フレーム（１２５μｓｅｃ）でマルチキャスト（同報）される場合、他のデータとの波長
識別及び波長管理を行うためにＳＴＭフレームのオーバヘッド（ＯＨＢ）部分に波長識別
用のデータ等の報知情報を挿入する機能を備える。
また、クロック源１００の障害情報もこの報知情報に挿入して分配される。同様にデータ
信号のオーバヘッド（ＯＨＢ）にもＳＤＨ／ＳＯＮＥＴシステム側で該当波長のデータを
挿入する。
ここで、報知情報とは、同期状態を通知するＳＳＭＢ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ
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　Ｓｔａｔｕｓ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｂｙｔｅ）情報，クロックを分配する波長であること
を示す識別情報、障害情報などを指す。ここで、例としてＳＳＭＢ情報とクロックを分配
する波長の識別情報を挿入した場合について説明を行う。
図８において、光クロック信号発生器（ＳＳＵ／ＯＰＴ）１の構成における機能部として
示す部分は、マイクロコンピュータにより実行制御される制御用プログラムにより実現で
きる。
今、クロック源１００より入力された基準クロックが停止するなどの障害を障害検出機能
部１－１０により検知すると、その検知された障害は、マイクロコンピュータ用インタフ
ェース（μ－ＣＯＭ　ＩＮＦ）１－１７を通して図示しないマイクロコンピュータに通知
される。
クロック生成／分割機能部１－１１ではクロック源１００より入力された基準クロックを
ＳＴＭフレーム用に変換生成し、所定周波数に分割する。ついで、フレーム生成機能部１
－１２でＳＴＭフレームを生成する。
生成されたＳＴＭフレームのオーバヘッドに、マイクロコンピュータ用インタフェース１
－１７を介してのマイクロコンピュータの制御によりＳＳＢＭ情報付加機能部１－１３で
ＳＳＢＭ情報を付加し、障害情報付加機能部１－１４で障害情報を付加し、更に任意情報
入力部１－１８から入力される任意情報を任意情報付加機能部１－１５で付加する。
これらの情報が付加されたＳＴＭフレームは、Ｅ／Ｏ変換機能部１－１６で光クロック信
号に変換され、波長多重化（ＤＷＤＭ）装置３に出力する。
また、上記障害検出機能部１－１０で障害が検出された場合は、マイクロプロセッサ用イ
ンタフェース１－１７により、各ＳＤＨ装置３０へのクロック生成／分割機能部１－１１
よりの基準クロックの分配を停止する。
このように、光クロック信号発生器（ＳＳＵ／ＯＰＴ）１により報知情報（ＳＳＭＢ情報
及びクロック信号識別情報を印加した光信号を隣接するＤＷＤＭ装置３に送信する。
この光信号を受信したＤＷＤＭ装置３はオーバヘッドより報知情報を抽出する。その光信
号から、クロック信号識別情報（その信号がクロック分配信号であることを示す）及び、
クロック信号のＳＳＭＢ情報も抽出することが可能である。そのため、クロック源１００
から生成出力される基準クロックの品質情報（ＰＲＣ）も認識することが可能となる。そ
れらの情報を元に各装置はクロック抽出を行い、ネットワーク同期を実現する。
次に本発明による光クロック信号を生成する機能を内蔵したＳＤＨ／ＳＯＮＥＴ光伝送装
置を実現する実施例を説明する。
図９にその構成例を示す。この実施例では、ＳＤＨ／ＳＯＮＥＴ光伝送装置１０に光クロ
ック信号変換機能部１を内蔵させている。ＳＤＨ送信機能部１０－１からの主信号データ
の光信号に、光クロック信号を波長多重光送信部３により重畳する。
一方、受信側のＳＤＨ／ＳＯＮＥＴ光伝送装置１０では、波長多重光受信部４により光ク
ロック信号の波長λ０と、主信号の波長λ１を分離し、それぞれ光クロック信号受信機能
部１０－２と、ＳＤＨ受信機能部１０－３に入力する。これにより、光クロック信号分配
システムを構築する装置を実現する。
ここで、ネットワークシステムとして障害時にデータ伝送を途切れること無く継続出来る
ことが信頼性を高める上で不可欠である。したがって、以降にかかる必要性に対応する冗
長構成の本発明の適用例を説明する。
図１０は、その一例を示すシステム構成図である。クロック源１００からのＰＲＣレベル
のクロック信号を光クロック信号発生器１で波長λ０の光クロック信号に変換する。この
光クロック信号を光カプラ８により２分岐し、それぞれを別個のファイバールートを通す
ことにより冗長構成とする。
このために、波長多重化装置３は、現用３－１と予備用３－２を有する。この波長多重化
装置３の現用３－１と予備用３－２のそれぞれにおいて、図３に示されると同様にＡＤＭ
装置からの主信号の波長との光クロック信号の波長が波長多重化される。以下の同様実施
例においても同じである。
さらに、これに対応して光フィルタ５も現用５－１と予備用５－２を有する。ＡＤＭ装置
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４において、クロック信号選択部４－１で現用５－１又は予備用５－２の光クロック信号
を選択受信する。
図１１は、更に別の冗長構成を実現する実施例である。図１０の実施例と対比すると、光
カプラ８で２分岐される波長λ０の光クロック信号の一方を波長変換器９に入力する。波
長変換器９に入力された波長λ０の光クロック信号は異なる波長λ２に変換される。
ついで、光カプラ８で分岐された波長λ０の光クロック信号と、波長変換器９で波長変換
された波長λ２の光クロック信号は冗長構成を採らない波長多重分離装置３で波長多重さ
れて出力される。
一方、ＡＤＭ装置４では、光フィルタ５により波長λ０の光クロック信号と波長λ２の光
クロック信号を分離して入力する。そして、いずれか一方の光クロック信号をクロック信
号選択部４－１で選択受信する。
図１２は、本発明をリング構成とするネットワークに適用した場合の冗長構成を示す図で
ある。
図１２において各ノードＮ０～Ｎ３が双方向光線路３００でリング状に接続されている。
クロック源１００からのＰＲＣレベルの基準クロックが光クロック信号発生器１において
、光クロック信号に変換される。ついで、光クロック信号は光カプラ８により双方向光線
路３００の時計回り方向Ｅと反時計回り方向Ｗに送り出される。
各ノードＮ０～Ｎ３では、光フィルタ５－１，５－２により波長λ０の光クロック信号を
分岐する。そして、例えばＡＤＭ装置４のクロック選択部４－１でいずれか一方の光クロ
ック信号を分岐する。これにより、光クロック信号の冗長構成を可能とするリング・ネッ
トワークシステムが実現される。
したがって、リング・ネットワークにおいて同期クロック網に障害が発生した場合には、
その時点で選択していた光クロック信号とは反対回りで伝送されている光クロック信号を
選択することにより、ネットワークの同期を保持することが可能である。
図１３は、更に別の冗長構成の実施例である。この実施例では、図１０に示す構成例と対
比すると、光カプラ８に代え、現用（Ｐｒｉｍａｒｙ）と予備（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ）の
ＰＲＣレベルのクロック信号を出力する２つのクロック源１００、１００－１を用意する
。これらに対応する光クロック信号発生器１，１－３により、それぞれ波長λＸ、λＹの
光クロック信号を生成出力する。
波長λＸ、λＹの光クロック信号は、それぞれ別々にファイバールート３００－１、３０
０－２を通して伝送される。ＡＤＭ装置３では直接光クロック信号発生器１，１－３から
、ＡＤＭ装置４では光フィルタ５－１、５－２により分岐される波長λＸ、λＹの光クロ
ック信号をクロック信号選択部３－１、４－１に入力する。ここで、いずれかの光クロッ
ク信号を選択受信する。かかる構成により、冗長構成を可能とするリニアネットワークシ
ステムを実現出来る。
図１４は、図１３の実施例の構成をリング構成ネットワークに適用した例である。図１２
との比較において、１つの光クロック信号発生器１からの光クロック信号を光カブラ８で
時計方向及び反時計方向伝送路に分岐する構成に代え、別個の光クロック信号発生器１，
１－３からの光クロック信号をそれぞれ時計方向及び反時計方向の光ファイバ伝送路に送
出する。
図１５は、更に図１３の実施例の構成を拡張した構成例である。図１３、図１４の実施例
と同様に、現用と予備のＰＲＣレベルの基準クロックを発生するクロック源１００，１０
０－１及び、これらに対応する光クロック信号発生器１，１－１を用意する。
クロック源１００と光クロック信号発生器１及び、クロック源１００－１と光クロック信
号発生器１－１をそれぞれネットワーク上の両端に用意する。そして、光クロック信号を
それぞれの側から入力し、対向側へ伝送する様に構成する。
それぞれのＡＤＭ装置４では、光フィルタ５，５－１により分離される上り方向及び下り
方向の光クロック信号を入力し、障害時に一方からの光クロック信号が障害等により伝送
できなくなった場合、反対方向からの光クロック信号に切り替え、クロック選択部４－１
で選択受信する。これにによりネットワーク同期を保持することが可能となり、上記各実

10

20

30

40

50

(9) JP 3824539 B2 2006.9.20



施例と同様に冗長構成を可能とするリニアネットワークシステムが実現される。
産業上の利用可能性
以上実施の形態を図面に従い説明したように、本発明により、すべての装置が同じ光クロ
ック信号に対して一斉に同期を引込むので、ネットワークのクロックに対する応答性（応
答時間の短縮）が向上するネットワークが提供される。
この場合、従来の装置間におけるクロック多段接続による影響を回避することができ、装
置のジッター／ワンダー伝達特性を考慮する必要がなくなり、クロックネットワークの信
頼度を向上することが出来る。
また、本発明により、波長分割多重技術との併用により、主信号ネットワークと同じ光伝
送路内に光クロック信号を通すことができ、新たに光伝送路の敷設を行なわず実施するこ
とが出来る。
さらに、ネットワークで接続された各々の装置が、ＰＲＣレベルのクロック信号と１対１
に同期するためにネットワークのクロック精度が向上する。装置のクロック源として、光
クロック信号ネットワークだけを使用することにより、余分な光信号ライン（主信号ライ
ン）の同期回路を削除することができ、クロック回路規模を極力小さく出来る。
さらにまた、光クロック信号の冗長系を具備することにより、障害が発生した場合でもネ
ットワーク同期を保持することができる。
なお、上記図面に従う本発明の実施の形態の説明は、本発明の理解のためであって、本発
明の保護の範囲はこれに限定されるものではない。請求の範囲の記載と均等の範囲も本発
明の保護の範囲に含まれるものである。
【図面の簡単な説明】
図１は、高精度のクロック源によるネットワーク内の同期アーキテクチャアの概念図を図
１に示す。
図２は、図１において、クロック源からのＰＲＣレベルの基準クロックを伝送装置に伝達
する方法の一例を示す図である。
図３は、本発明を適用する伝送システムの概念構成図である。
図４は、本発明の実施例であり、光ファイバ線路に光信号を波長多重して伝送する例であ
る。
図５は、図４における光クロック信号発生装置の構成例を示す図である。
図６は、図４における光クロック信号発生装置において、独立したクロック源と、電気／
光クロック信号変換装置を別個の構成した例を示す図である。
図７は、更に別の光クロック信号発生装置の構成を示す図である。
図８は、本発明により光クロック信号がデータ信号の波長と波長多重されるために、デー
タ信号と光クロック信号との区別を行うための改良を有する実施例を示す図である。
図９は、光クロック信号を生成する変換機能を内蔵したＳＤＨ／ＳＯＮＥＴ光伝送装置を
実現する実施例を示す図である。
図１０は、冗長構成の本発明の適用例を説明する図である。
図１１は、更に別の冗長構成を実現する実施例を説明する図である。
図１２は、本発明をリング構成とするネットワークに適用した場合の冗長構成を示す図で
ある。
図１３は、更に別の冗長構成の実施例を説明する図である。
図１４は、図１４は、図１３の実施例の構成をリング構成ネットワークに適用した例を示
す図である。
図１５は、図１３の実施例の構成を拡張した実施例構成を示す図である。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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